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広報さやま 2020.5月号　　■市役所☎04‐2953‐1111（代表） 04‐2954‐6262　開庁時間 平日の8時30分～17時15分

情
報
ガ
イ
ド
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集
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ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

情
報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
ご
注
意
を

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
は
、５
月
か
ら

９
月
く
ら
い
ま
で
の
風
が
弱
く
て
気

温
が
高
い
晴
れ
た
日
に
発
生
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

　

特
に
乳
幼
児
や
高
齢
者
、病
弱
な

方
は
、被
害
を
受
け
や
す
い
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。注
意
報
な
ど
の
発

戦没者などの遺族の皆さまへ特別弔慰金を支給
　戦没者などの死亡当時の遺族で、2年4月1日（基準日）現在、「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」などを受ける方（戦没者などの妻や父母など）がいない場
合に、次の順番で遺族一人に特別弔慰金が支給されます。同順位の
方が複数いる場合は、代表者1名が請求してください。
※これまでに特別弔慰金を受給している方には、9月頃までに順
　次手続き書類一式を発送しています。必要事項を記入のうえ、手
　続きをお願いします

（1)2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
　 の受給権を取得した方

（2）戦没者などの子
（3）生計が同一であった戦没者などの①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄
　 弟姉妹

（4）生計が同一でなかった戦没者などの①父母 ②孫 ③祖父母 ④
　 兄弟姉妹

（5）戦没者などの死亡時まで1年以上生計が同一であった、戦没者
　 などの三親等内の親族（甥、姪など）
支給額　25万円（5年償還の記名国債）
申請期限　5年3月31日㈮まで
申込み　福祉政策課へ内線1512

令
は
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
の
で
、次
の
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
外
出
を
控
え
る
▼
目
や
の
ど
に
刺

激
や
痛
み
を
感
じ
た
ら
室
内
に
入
り
、

洗
眼
や
う
が
い
を
す
る
。改
善
し
な

い
場
合
は
、医
師
の
診
断
を
受
け
る

問
合
せ　

環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１

障
害
の
あ
る
方
の
軽
自
動

車
税
種
別
割
を
減
免

　

障
害
の
あ
る
方
や
、そ
の
家
族
が

障
害
者
の
た
め
に
使

用
す
る
車
両
１
台
の

軽
自
動
車
税
種
別
割

が
減
免
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手

帳
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、戦

傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
で
、障
害
の
程
度
が
一
定
以
上
の
方

対
象
車
両　

①
障
害
者
か
障
害
者
と

生
計
を
共
に
す
る
方
が
所
有
し
、障

害
者
の
通
院
や
通
学
な
ど
に
使
う
車 

②
障
害
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

が
所
有
し
、障
害
者
の
通
院
や
通
学

な
ど
の
た
め
に
常
時
介
護
者
が
運
転

す
る
車 

③
障
害
者
用
に
作
ら
れ
た

車　

※
普
通
自
動
車
税
の
減
免
は
、

県
自
動
車
税
事
務
所
所
沢
支
所（
☎

２
９
９
８
‐
１
３
２
１
）に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

申
込
み　

６
月
１
日
㈪
ま
で
に
、令

和
２
年
度
軽
自
動
車
税
種
別
割
納
税

通
知
書
、障
害
に
係
る
手
帳（
③
は
手

帳
は
不
要
で
車
検
証
）、個
人
番
号
が

分
か
る
も
の
、運
転
免
許
証
、印
鑑
を

持
っ
て
市
民
税
課
へ
内
線
１
０
９
３

男
女
共
同
参
画
週
間

　

６
月
23
日
～
29
日
は
男
女
共
同
参

画
週
間
で
す
。家
庭
や
職
場
で
の
役

割
分
担
に
つ
い
て
見
直
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

問
合
せ　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

自
衛
官
等
の
採
用
試
験

募
集
種
目　

①
技
術
海
曹
、技
術
空
曹

②
技
術
海
上
幹
部
、技
術
航
空
幹
部

試
験
日　

①
６
月
19
日
㈮ 

②
６
月

22
日
㈪

共
通
事
項
／
受
付
締
切
５
月
22
日
㈮

※
各
種
目
の
応
募
資
格
な
ど
の
詳
細

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
合
せ　

自
衛
隊
入
間
地
域
事
務
所

へ
☎
２
９
２
３
‐
４
６
９
１

求
人
企
業
合
同
面
接
会

対
象　

令
和
３
年
３
月
に
大
学
・
短

大
・
専
門
学
校
を
卒
業
見
込
み
か
、卒

業
後
３
年
以
内
の
方

日
時　

６
月
18
日
㈭
、13
時
～
16
時

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
を
掲
載

し
ま
す
。内
容
を
確
認
し
、判
断
の
上
ご

参
加
く
だ
さ
い
。な
お
、同
一
団
体
・
個

人
で
の
掲
載
は
１
年（
４
月
～
翌
年
３

月
ま
で
）に
４
回
ま
で
で
す
。

●「
さ
や
ま
っ
ち
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ

　

ン
マ
ッ
プ
２
０
２
０
」を
発
行

　

５
月
中
旬
よ
り
配
布
し
ま
す
。市

内
の
散
策
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所
公
民
館
、狭
山
元
気
プ
ラ

ザ
、都
市
緑
化
植
物
園
な
ど　

問
合

せ
さ
や
ま
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｗ
Ａ・
今

坂
優ま

さ
よ代
さ
ん
へ
☎
２
９
５
５
‐
５
８

７
５

●
歴
史
人
物
講
座

テ
ー
マ「
塙は

な
わ

保ほ
き
い
ち

己
一 

埼
玉
ゆ
か
り
の

三
偉
人 

全
盲
の
国
学
者
を
学
ぶ
」　

日
時
６
月
６
日
㈯
、13
時
30
分
～
16

時　

場
所
市
民
会
館　

費
用
１
千
円

（
学
生
以
下
は
無
料
）　

問
合
せ
埼
玉

ビ
ジ
ョ
ン
の
会
・
加
藤
光み

つ
お生
さ
ん
へ

☎
２
９
５
４
‐
５
６
１
７

●
埼
玉
の
高
校
受
験
っ
て
こ
う
い
う

　

こ
と
だ
っ
た
の
か
！

対
象
小
・
中
学
生
の
保
護
者　

日
時

５
月
27
日
㈬
、17
時
～
19
時　

場
所

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー　

定
員
10
名　

費
用
５
０
０
円（
資
料
代
）　

申
込
み

一
般
社
団
法
人
教
育
の
未
来
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
・
井
上
び
ん
さ
ん
へ

０
９

０
‐
３
４
７
１
‐
０
５
９
３

●
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
体
験
会

対
象
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
好
き
な

方　

日
時
６
月
２・
９・
16
・
23
・
30
日

㈫
、９
時
45
分
～
11
時（
全
５
回
）　

場
所
水
野
公
民
館　

費
用
５
０
０
円

（
資
料
代
な
ど
）　

持
参
品
運
動
が
で

き
る
服
と
靴　

問
合
せ
水
野
フ
ォ
ー

▼固定資産税・都市計画税（1期）

▼軽自動車税種別割（全期）

▼国民健康保険税（過年2期）

▼介護保険料（過年2期）

問合せ　収税課へ内線1075

▼後期高齢者医療保険料（過年2期）

問合せ　保険年金課へ内線1574

　障害のある方もない方も住みやすいま
ちとなるために、一人一人が障害につい
て正しく理解し、配慮（心づかい）をして
いきましょう。

【聴覚障害者標識】
　聴覚障害であること
を理由に、免許に条件
を付されている方が運
転する車に表示するマ
ークです。マークの表
示は義務付けられています。
　危険防止のためやむを得ない場合を除
き、このマークをつけた車に幅寄せや割
り込みを行った運転手は、道路交通法の
規定により罰せられます。

問合せ　障害者福祉課へ内線1592

誰もが暮らしやすい社会のために
私たちにできる心づかい㉙

ク
ダ
ン
ス
同
好
会
・
小
川
紀
子
さ
ん

へ
☎
２
９
５
９
‐
５
７
６
９

●
童ど

う
く
お
う
き
く

句
翁
忌
句
会
の
童
句
募
集

申
込
み
６
月
15
日
㈪
ま
で
に
、は
が

き
に
童
句（
3
句
ま
で
。未
発
表
に
限

る
）、住
所
、氏
名
、年
齢
、電
話
番
号

を
明
記
し
、狭
山
童
句
研
究
会
・
渡と

が
わ川

誠
さ
ん（
〒
３
５
０‐
１
３
０
４ 

狭

山
台
２‐
１‐
２‐
17
‐
２
０
５
）へ
☎

２
９
５
９
‐
３
７
３
５

●
映
画
と
Ｙ
ｏ
ｕ
ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
学
ぶ

　

英
会
話

内
容
洋
画
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
Ｙ
ｏ
ｕ
ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
を
活
用
し
た
英
語
学
習　

日
時
６

月
７・
14
・
21
・
28
日
㈰
、10
時
～
12
時

30
分（
全
４
回
）　

場
所
水
野
公
民
館

定
員
10
名　

持
参
品
パ
ソ
コ
ン
、ス

マ
ホ
、タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど　

問
合
せ

シ
ネ
マ
英
語
サ
ロ
ン
・
中
川
公
二
さ

ん
へ

０
８
０
‐
９
８
０
５
‐
８
９

３
５

【広告】【広告】

生
ご
み
、捨
て
る
前

生
ご
み
、捨
て
る
前

に
ひ
と
し
ぼ
り

に
ひ
と
し
ぼ
り

（
受
付
は
15
時
30
分
ま
で
）

場
所　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル

持
参
品　

履
歴
書
を
複
数
枚　

※
参

加
企
業
な
ど
は
、６
月
上
旬
よ
り
県

雇
用
対
策
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載

問
合
せ　

同
協
議
会
へ
☎
０
４
８
‐

６
４
７
‐
４
１
８
５

地
域
福
祉
活
動
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
助
成
事
業

対
象
団
体　

▼
市
内
在
住
の
方
が
主

体
▼
設
立
か
ら
３
年
以
内

対
象
事
業　

地
域
福
祉
活
動

補
助
額　

上
限
20
万
円　

申
込
み　

６
月
26
日
㈮（
必
着
）ま
で

に
申
請
書（
狭
山
市
社
会
福
祉
協
議

会
に
用
意
。同
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
―
ド
可
）と

へ
☎
２
９
３
７
‐
３
６
１
７

市
民
税
・
県
民
税
の
税
額
決

定
通
知
書

　

５
月
中
旬
ご
ろ
に
特
別
徴
収
税
額

の
決
定
通
知
書
を
発
送
す
る
予
定
で

す
。申
告
期
限
の
延
長
に
よ
り
、３
月

17
日
㈫
以
降
に
申
告
書
を
提
出
し
た

方
は
、後
日
、税
額
の
変
更
通
知
書
を

お
送
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
税
課
へ
内
線
１
０

９
４

必
要
書
類
を
郵
送
で
同
協
議
会
東
口

事
務
所（
〒
３
５
０‐
１
３
０
６ 

富

士
見
１‐
１‐
11
）へ
☎
２
９
５
６
‐

７
６
６
５

今月の納期…6月1日㈪です

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するために、事前に中止が決まっているイベントは掲載していません。
また、掲載しているイベントも中止になる可能性がありますので、実施可否につきましては必ずご確認ください。

23
5

土

☎04-2954-3086

市公式ホームページの
有料バナー広告を募集

　お店や会社のPR、求人情報などにぜ
ひご活用ください。詳
細は、市の公式ホーム
ページなどでご案内し
ています。
問合せ　広報課へ内線7163




